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第３次朝日町行財政改革実現プラン 

 

１ 行財政改革の必要性             

少子高齢化・人口減少に歯止めがかからない中、新型コロナウイルス感染症

が町民の日常生活に大きな影響を与えており、厳しい社会情勢が続いておりま

す。また、今後は、公共施設の老朽化に伴う改修・修繕や施設の解体処分に多

額の費用を要することが想定されており、さらに厳しい行財政運営となること

が考えられます。これまでの数次にわたる行財政改革の結果、保育園の民営化

や指定管理者制度の導入など「量的改革」の面では大きな成果を挙げてきまし

たが、町民ニーズも益々複雑化・多様化し、町民満足度の向上につながる「質

的改革」の重要性が増していきます。 

そのため、「日本一町民に役立つ役場」を目指し、これまで以上に町民目線

に立った行政サービスを行う必要があります。 

さらに「第６次朝日町総合発展計画」を着実に推進するため、厳しい財政状

況の中、限られた財源を有効に活用し、最大限の効果を発揮するとともに２０

５０年を見据えた「朝日町ゼロカーボンシティ宣言」を推進していくために、

限られた資源を有効に活用していく必要があり、これまでの「量から質への改

革」という基本的な考え方を継承し、より一層時代に沿った行財政改革を推進

するものとします。 

 

２ 行財政改革の方向性              

（１）町民等と行政の相互信頼            

コロナ禍により多岐にわたる影響が発生している中、困難な状況に立ち向か

うとともに、ポストコロナ及びアフターコロナの社会情勢の変化に柔軟に対応

していくために、町民と行政が協働して取り組む必要があります。 

そのために、町民等とのコミュニケーションを深め、これまで以上に町民や

町内各団体及び事業所、契約の相手先を信頼し、そして信頼される役場になら

なければなりません。 

そのためには、職員一人ひとりが意識改革を進め、地域とともに課題解決に

向けて誠実に行動する必要があります。 

 

（２）質の高い行政サービスの推進             

行財政改革の目的は、「しくみ」・「やり方」を効率的に行うための改善策で

あり、本来の行政運営を適正に行うためのものであります。効率的で効果的な

施策の展開は、結果として「第６次朝日町総合発展計画」の目指す町づくりに

結びついていきます。「親しまれる役場」としての職員の育成を進めるととも

に、民間の能力やノウハウを活用し、効率的で質の高い行政サービスを提供し

ます。 
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（３）成果を重視した取り組み           

社会全体が大きく変化する中で、本来行政が行うべき無駄のない仕事のやり

方や成果を実現するため、引き続き成果志向の観点で取り組みを推進し、主要事

業については、あらかじめ目標を設定した上で、評価・検証を通して実施に向け

た見直しを進めていきます。 

 

３．行財政改革の３つの目標             

複雑化・多様化する町民ニーズや厳しい財政状況に対応していくため、親身な

対応やわかりやすい情報交換を通して町民と行政の間に信頼関係を構築し、町

民がまちづくりの主役となり、行政が支えるまちづくりを推進します。 

 

（１）町民と行政の役割分担による協働のまちづくり  

① 町民が主役となる、分かりやすく参加しやすい行政運営 

ワークショップや審議会により町民の意見を反映し、町民自らがまちづくり

に踏み出せる仕組みを作ります。また、親しまれる役場づくりのため、常にお客

さま目線に立ち、何を求めているかを的確に把握したサービスを提供します。 

 

② 地域で活動する人材育成 

学校･家庭･地域の連携を進め、地域で活躍するリーダーの育成を支援すると

ともに、多様な立場から地域の活動に参加することを通して、地域活性化につな

がる町民のチャレンジを応援します。 

 

③ 町民の声に適切に対応できる職員の育成 

 町民からの提案・意見等によるニーズを把握するとともに、行政課題を的確に

受け止め解決できる職員の育成に努めます。 

 

（２）持続可能な行財政経営              

① 歳入確保と効率的な歳出執行への更なる取り組み 

自主財源である町税等の収納率向上や有利な交付金の活用等に努めるととも

に、歳出の見直しを図り、効率的で質の高い行政サービスと持続可能な行財政基

盤を確立します。 

 

② ICT 等の活用による業務の効率化 

 RPA※やWeb会議等の ICTの導入を進め、業務の効率化を図ることによって、

マンパワーを創出し、多様化する町民の要望に柔軟に対応することを目指しま

す。 

 ※RPA(Robotic Process Automation)：コンピューター上で人間が繰り返し行

うクリックやキーボード入力などの定型的な業務を自動化する技術 
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③ 町民による適切な評価 

行政と町民がお互いに尊重しあい、その取り組みを適切に評価するという信

頼関係に基づくまちづくりを進め、希望活動人口の増加を目指します。 

 

④ 町有財産の有効活用 

 既存の公共施設等について、町民ニーズや施設の利用形態を踏まえた機能の

見直しや再編整理を進めます。また、長寿命化に向けた適正管理を行います。 

   

（３）わかりやすい情報発信と対話の推進        

① わかりやすい情報発信と対話の推進 

最新の情報技術を活用しつつ、町民に伝わりやすい多様な媒体による情報発

信に取り組みます。 

 

４ 職員の取り組むべき姿勢               

  コロナ禍においても、町民一人ひとりが自分の夢や理想の実現に向けて希

望を持って活動できるように、さまざまなニーズに柔軟に対応し、チャレンジ

の輪を広げていくために、積極的に改革に取り組むものとします。 

   

５ 改革の推進期間                  

社会の急激な変化に対応するため、２０２１年度から２０２３年度までの３

年間とします。 

 

６ 改革の評価検証                  

  各実施計画項目について各年度の取組に対する評価を行財政改革審議会の

中で行っていきます。 

 

 



　実施計画項目一覧

（１）．町民と行政の役割分担による協働のまちづくり

①町民が主役となる、分かりやすく参加しやすい行政運営

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(1)-①-a 町民・企業・NPOとの連携・協働の推進 政策推進課

(1)-①-b 地域派遣職員による地域活動等への参加促進 政策推進課

(1)-①-c 民間委託の推進 各該当課

(1)-①-d 指定管理者制度の導入促進 各該当課

②地域で活動する人材育成

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(1)-②-a 学校･家庭･地域の協働 教育文化課

(1)-②-b 地域団体への支援 教育文化課

(1)-②-c 地域防災力の低下を防ぐ取り組み 総務課

③町民の声に適切に対応できる職員の育成

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(1)-③-a 親しみやすい役場づくり 総務課

(1)-③-b 総合窓口システムの見直し 各該当課　税務町民課

(1)-③-c
責任感を持って、自分で考えチャレンジする意欲あふ
れる人づくり（職員研修）

総務課 政策推進課

(1)-③-d 職員の能力を最大限に引き出す人材活用 総務課

（２）．持続可能な行財政経営

①歳入確保と効率的な歳出執行への更なる取り組み

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(2)-①-a 町税収納率向上の取組 税務町民課

(2)-①-ｂ 多様な財源の確保（ふるさと納税等） 政策推進課

(2)-①-ｃ 財政の健全化 総務課

(2)-①-ｄ
行政手続き等の簡素・効率化(電子申請の推進、押印
の見直し)

各該当課　総務課　税務町民課

(2)-①-e 公営企業経営の健全化 建設水道課　町立病院

(2)-①-f 補助金の適切な執行 各該当課　総務課

(2)-①-g 基金の管理・見直し 総務課

(2)-①-h 山形連携中枢都市圏における連携事業の推進 各該当課　政策推進課
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②ICT等の活用による業務の効率化

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(2)-②-a RPAによる事務簡素・効率化の検討 政策推進課

(2)-②-ｂ Web会議の推進 政策推進課

③町民による適切な評価

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(2)-③-a 意見公募（パブリック・コメント）の推進 政策推進課

④町有財産の有効活用

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(2)-④-a
町有施設の長寿命化と維持管理コストの削減及び平
準化

各該当課　総務課

(2)-④-b 庁舎及び第２庁舎、開発センター等の適正利用 総務課

(2)-④-c
町有財産の有効活用・総量縮小（未利用地・住宅団
地販売）

総務課　建設水道課

（３）．わかりやすい情報発信と対話の推進

①わかりやすい情報発信と対話の推進

実施計画№ 実施計画項目 担当課

(3)-①-a 各種媒体を活用した経常的な情報発信 政策推進課

(3)-①-b お客さまのこえ（苦情）には回答を 政策推進課
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